
１　総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成25年4月1日現在の人数です。

(3)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
　　　　　　め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給
　　　　　　表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

　　　　　　したものです。　　

　　　　　３ 平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与

(4)給与制度の総合的見直しの実施状況について

6,045

千円千円

6,444

　　　　　　減額措置が無いとした場合の値です。

25年度 千円

548,314

一人当たり給与費

(参考）一人当たり

給与費 B/A期末・勤勉手当

千円

人件費 人件費率 （参考）

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　　％　　　　　千円 　　　　　　％人　

　　　　　　Ａ（25年度末） 24年度の人件費率

　　　　　　　千円

職員数

58,676

区　　分 実質収支歳 出 額住民基本台帳人口

　　　　　千円

区　　分

16.822,009,949 1,113,039 3,703,792 16.4

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）平成24年平均

25年度

職員手当給　 料 　　計　　Ｂ

1,357,659 388,114

千円千円

2,294,087

福生市の給与・定員管理等について

人

　　　　　　Ａ

356

※平成26年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続

で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　東京都の給料表に準じているためラスパイレス指数が100を超えているものの、これまで東京都人事
委員会の勧告に基づき給与水準の見直しを実施してきている。
　また、福生市は、職員の大量退職の時期にあり、比較的若く上位職に任用される場合や新規採用職
員の年齢要件を引き上げた採用を実施していることにより、ラスパイレス指数が高くなる傾向にあ
る。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の
支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）平成27年４月１日
（内容）給料表は、東京都人事委員会勧告を踏まえ民間賃金と給与水準の均衡を図るため、給料表を
平均1.7％引き下げた。福生市においては、地域手当の支給割合の変更が無いため、職員給与の引き下
げの激変緩和のため、職員の給料格付けを旧給料月額の同額または直近下位に切替を実施した。

②地域手当の見直し

（支給割合）変更なし【国基準15％、福生市15％】

③その他の見直し内容

国家公務員の通勤手当改定に伴い、交通用具使用者に対する通勤手当の月額を、使用距離に応じて改
定。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②　技能労務職

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２２年から２４年までの
　 ３か年平均）
※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも
　 のではありません。
※　職員数の少ない職種の平均年齢、平均給料月額等は個人情報にあたるため、非公開とします。
※　年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員において
　は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等
　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

(2)職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円 円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

区　　　　　分

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　対象者が少ない場合は近似値を記載しています。

255,450

－

332,600

406,483 431,700

373,240

－

―

287,992円

経験年数３０年

383,560

332,380

347,157

― ― ― ―

― ―352,255円 336,838円

―

調理師 40.8歳 294,700円 1.44

――

―

東京都

類似団体

国

50.8歳

49.1歳

47.9歳

50.1歳

49.7歳

区　　分

福生市 22人 431,895円 414,318円

うち学校給食員 419,947円

平均給与
月額

（国ベース）

公　務　員

344,400円

職員数

316,350円

参考

― ―

（Ａ）／（Ｂ）
平均給与
月額（Ｂ）

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

276,700

300,336円 402,439円 367,462円

― 326,611円

平均給与
月額（Ａ）

平均給料
月額

―

平均
年齢

（国ベース）

平均給与月額

357,265

公務員（Ｃ）

うち学校給食員

3,119人

東　京　都

137,200

―

福生市 ―

福　生　市

142,700

総合職　　　　　　181,200

414,392325,565

416,716

― ―

年収ベース（試算値）の比較

―

137,200

142,700

国

一般職　　　　　　172,200

140,100

－

経験年数２０年 経験年数２５年

民　　　間

341,211円

区　　分

対応する
民間の

類似職種

137,200

類似団体 42.6

408,472

民間（Ｄ） （Ｃ）／（Ｄ）

参　　　　考

322,632

平均
年齢

34人

9人

1,574人

389,653

技能労務職

高　校　卒

経験年数１０年

区　　　　　分

高　校　卒

424,176円

一般行政職

技能労務職

335,000

平均給与月額

6,901,561円 3,931,800円 1.76

東京都 41.8

325,500

平均年齢 平均給料月額

456,418

41.0福生市 394,436

区　　分

国 43.5 ―

円 181,200 円
一般行政職

大　学　卒 181,200
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　福生市の一般職の職員の給与に関する条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）平成19年4月1日に8級制から7級制に変更（旧給料表の1級及び2級を統合し新たな1級を設置）し、

　　平成21年4月1日に7級制から6級制に変更（旧給料表の1級及び2級を統合し新たな1級を設置）しています。

(2)昇給への勤務成績の反映状況

１　勤務成績の評定の実施状況

２　昇給への勤務成績の反映状況

給料月額

224,900

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
給料月額

54

68

部　長
481,000 534,000

287,800 461,400

429,500

411,900

258,600

係　長
17.8

１号給の 最高号給の

11

32

48

3.6

10.5

　全職員に対し、業績・能力・意欲評価の結果に基づき昇給区分（３号昇給～６号昇給（前年度末55 歳以上
の職員については（昇給なし～３号昇給））を決定しています。

　職員の一人ひとりの職務遂行能力、仕事の成果、仕事に対する取組状況等を把握し、一定の基準と手続きに
基づき人事考課制度を実施しています。
　目標設定及び取組状況については、個人職務目標申告書をもとに、幹部職員が面接指導を行い職員の育成に
役立てています。
　評価結果については、職員の任用・給与制度、配置管理、人材育成等に積極的に活用していきます。

主　任

主　事

22.4

29.9

２　　級

336,600
１　　級

課　長

３　　級

369,300

138,300

４　　級 課長補佐

91

15.8

201,100

６　　級

５　　級

１級 

29.9% 
１級 

28.0% １級 

1.6% 

２級 

22.4% 

２級 

26.0% 

２級 

21.3% 

３級 

17.8% 

３級 

16.4% 

３級 

18.8% 

４級 

15.8% 
４級 

13.8% 

４級 

26.8% 

５級 

10.5% 
５級 

12.2% 

５級 

16.6% 

６級 

3.6% 

６級 

3.6% 
６級 

11.1% 

７級 

3.8% 
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４　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（25年度）

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（1.45） 月分 （0.65） 月分 （1.45） 月分 （0.65） 月分 （1.45） 月分 （0.65） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　・職務段階別役職加算　３％～20％ 　・職務段階別加算　３％～20％ 　・役職加算　５％～20％

　・管理職加算　15％～25％ 　・管理職加算　10％～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　　　　　　 実施していない

(2)退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年

勤続２５年 月分

勤続３５年

最高限度額

１人当たり平均支給額　　　　 千円

その他の加算措置

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　２　退職手当の支給率について、（　）内は経過措置期間中（平成２６年４月１日時点）の支給率です。

(3)地域手当（２６年４月１日現在）

支給実績（25年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 千円

％ 人 ％

(4)特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

な　し

(5)時間外勤務手当

支給実績（２５年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 千円

支給実績（２４年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 千円

（注）　休日給を含みます。

(6)その他の手当（２６年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

定年前早期退職特例措置（２％～20％） 定年前早期退職特例措置（２％～45％）

26,236

23.50

（26.83）

31.50

（35.50）

45.00

（49.73）

月分

月分

月分

月分

月分

43.70

30.82

21.62

月分

月分

27.025

自己都合

－

月分

36.57

52.44

千円

52.44

月分

（49.73）

月分

月分

月分

3,731 －

52.4445.00 月分

国

勧奨・定年

月分

45.00

（49.73）

月分

自己都合

23.50

（23.75）

31.50

（31.83)

79,862

－
1,636

１人当たり平均支給額（25年度）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.35

東　　　　　京　　　　　都

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.35

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（25年度決算）

国

1.35 2.60

1,540

福　　　　　生　　　　　市

214,840

603,483

国の制度（支給率）支給対象職員数

福生市

2.602.60

支給対象地域

400

（46.58）

45.00

支給率

全地域 15.0

①交通機関・・・６ヶ月定期額（限度額なし）
②交通用具・・・通勤距離に応じて支給

15.0

休日勤務手当
勤務１時間当たりの給料等の額に１００分の
135の割合を乗じた額

同じ

国の制度内容

①６ヶ月定期額（限度額５５，０００
円）
②通勤距離に応じて支給

534

手　当　名

異なる

支給実績

29,573

①１３，０００円
②　６，５００円
③　６，５００円
④　５，０００円

住居手当

管理職手当

259

異なる

異なる

賃貸住宅（限度額）
 　２７，０００円

66,192

・世帯主、世帯主に準ずる者のうち、満３４
歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
の間にあるもので、自ら居住するため住宅
を借り受け、月額15,000円以上の家賃（使
用料を含む。）を支払っているもの
・・・・15，０００円
・その他の者　　　　　　　　・・・・　なし

扶養手当

通勤手当

内容及び支給単価

4,860

①配偶者　　　　　　　　　　・・・・１３，５００円
②配偶者以外２人目まで・・・・　６，０００円
③その他　　　　　　　　　　・・・・　６，０００円
④１６～２２歳の子の加算・・・・　４，０００円

15,631

支給職員１人当たり
平均支給年額

（25年度決算）

232,858

11,900

67,375

893,106

162,000

207

国の制度
との異同

給料表、職務の級、区分ご
とに定められた額

①部長級職・・・83,000円
②課長級職・・・66,000円

異なる

勧奨・定年

41,976
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５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

万円

万円

(注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

      勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

＜参考＞人口１万人当たり職員数 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞人口１万人当たり職員数 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞人口１万人当たり職員数 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。また、教育長及び公益法人への派遣を含み、再任用短時間勤務

　　　　職員は除きます。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

副 議 長

737,000

858,000

1

1

給 料 月 額 等

28

公益法人への派遣終了に伴う減、東京都福祉保健主幹部長会会長市
事務及び臨時福祉給付金事務対応による業務増、子ども・子育て事業
育成計画策定に伴う業務増

ごみ収集体制の変更に伴う業務増
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公共施設の改修及び災害時対応施設建設事業対応による業務増、住
宅政策の推進に伴う業務増等
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化終了に伴う減
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国体終了に伴う組織解散による減、地域防災計画策定事務の終了に
よる減、各種基幹統計調査実施及び国勢調査事前準備に伴う業務増
等
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(2)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数　
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